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　ＪＲ留萌本線が段階的に廃線することが決まりましたので、
市民の皆さんにお伝えします。

ＪＲ留萌本線の
廃線について

　　　　　　　　　　市・政策調整課　　　42-1809　　　　　　　　　　市・政策調整課　　　42-1809問 ℡

　

留
萌
本
線
は
明
治
43
年
の
開
通
以

来
、
１
１
２
年
に
渡
る
歴
史
が
あ
り
、

留
萌
港
へ
の
石
炭
や
木
材
、
海
産
物
用

の
輸
送
目
的
や
地
域
住
民
の
交
通
手
段

と
な
り
、
地
域
発
展
の
た
め
の
礎
と

な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
漁
業
・
水
産
加
工
業
の
衰

退
、
国
鉄
民
営
化
、
景
気
後
退
に
よ
る

企
業
の
撤
退
、
国
の
出
先
機
関
の
統
廃

合
、
北
海
道
の
支
庁
制
度
見
直
し
な

ど
、
沿
線
地
域
の
人
口
減
少
が
進
み
ま

し
た
。

　

昭
和
62
年
に
は
国
鉄
羽
幌
線
、
平
成

28
年
に
は
留
萌
・
増
毛
間
が
廃
止
と
な

る
な
ど
、
鉄
道
の
利
用
者
数
は
減
少
の

一
途
を
辿
っ
て
き
ま
し
た
。

　

Ｊ
Ｒ
留
萌
本
線
に
つ
い
て
は
、
平
成

28
年
11
月
に
Ｊ
Ｒ
北
海
道
が
「
当
社
単

独
で
は
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
な
線

区
」
と
し
て
公
表
し
ま
し
た
。
30
年
３

月
に
は
、
北
海
道
が
「
北
海
道
交
通
政

策
総
合
指
針
」、６
月
に
は
、同
社
が「
経

営
計
画
の
見
直
し（
案
）」を
公
表
。７
月

に
は
Ｊ
Ｒ
北
海
道
が
国
土
交
通
大
臣
か

ら
「
事
業
の
適
切
か
つ
健
全
な
運
営
に

関
す
る
監
督
命
令
」
を
受
け
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
Ｊ

Ｒ
留
萌
本
線
存
続
の
可
能
性
に
つ
い

て
、
同
年
５
月
に
深
川
市
、
秩
父
別
町
、

沼
田
町
、
留
萌
市
が
「
Ｊ
Ｒ
留
萌
本
線

沿
線
自
治
体
会
議
」
を
設
置
し
、
協
議

を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
今
年
７
月
21
日
に

Ｊ
Ｒ
北
海
道
か
ら
鉄
道
事
業
廃
止
に
向

け
た
提
案
を
受
け
た
た
め
、
留
萌
市
に

お
い
て
は
８
月
９
日
に
留
萌
市
中
央
公

民
館
に
て
開
催
し
た
住
民
説
明
会
な
ど

を
経
て
、
８
月
30
日
に
留
萌
市
で
開
催

さ
れ
た
「
第
９
回
Ｊ
Ｒ
留
萌
本
線
沿
線

自
治
体
会
議
」
の
中
で
、
沿
線
自
治
体

の
２
市
２
町
の
首
長
と
Ｊ
Ｒ
北
海
道
の

綿
貫
泰
之
社
長
が
そ
れ
ぞ
れ
「
留
萌
線　

鉄
道
事
業
廃
止
に
関
す
る
合
意
書
」
を

取
り
交
わ
す
に
至
り
ま
し
た
。（
合
意

内
容
は
左
記
ペ
ー
ジ
の
と
お
り
）

　

代
替
交
通
と
し
て
は
、
留
萌
旭
川
線

の
既
存
バ
ス
路
線
へ
の
支
援
の
ほ
か
、

留
萌
深
川
間
の
Ｊ
Ｒ
北
海
道
が
運
行
し

て
い
て
路
線
バ
ス
が
運
行
し
て
い
な
い

早
朝
の
通
学
通
勤
と
夜
間
の
時
間
帯
に

お
け
る
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
の
運
行
、

さ
ら
に
は
、
利
便
性
を
高
め
る
た
め
の

新
た
な
交
通
体
系
と
し
て
、
高
規
格
道

路
を
活
用
し
た
旭
川
へ
の
速
達
便
の
新

設
に
つ
い
て
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
や
交
通
事

業
者
と
協
議
を
進
め
て
い
ま
す
。

石狩沼田・留萌間は令和５年３月末まで運行石狩沼田・留萌間は令和５年３月末まで運行

Ｊ
Ｒ
留
萌
本
線
廃
線
に
至
る
経
緯

Ｊ
Ｒ
留
萌
本
線
の
歩
み

代
替
交
通
の
確
保

▲８月９日に市が開催したＪＲ留萌本線に関する
住民説明会（中西俊司市長のインタビュー＆
トーク動画は、市・ホームページ https://www.
e-rumoi.jp/ から閲覧可能です）

▲８月３０日に留萌市で開催された「第９回ＪＲ
　留萌本線沿線自治体会議」
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今
後
は
、
利
便
性
の
高
い
代
替
交
通

の
確
保
や
廃
線
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
を
検

討
す
る
と
と
も
に
、
将
来
的
に
「
道
の

駅
る
も
い
」
と
一
体
と
な
っ
た
駅
周
辺

の
賑
わ
い
創
出
に
向
け
た
新
た
な
公
共

施
設
整
備
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま

す
。 道

の
駅
と
一
体
と
な
っ
た

駅
周
辺
の
賑
わ
い
創
出
へ

●有人駅　○無人駅

①令和5年3月末廃止 ②令和8年3月末廃止

35.7㎞ 14.4㎞
50.1㎞

●  

深
川

○  

北
一
已

○  

秩
父
別

○  

北
秩
父
別

○  

石
狩
沼
田

○  

真
布

○  

恵
比
島

○  

峠
下

○  

幌
糠

○  

藤
山

○  

大
和
田

●  

留
萌

▲留萌本線鉄道事業廃止に係る合意内容

▲廃止スケジュールイメージ
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　市では、子育てしやすいまちづくりを進めるため、「乳幼児等医
療費助成事業」を実施しています。

お子さんの医療費を
助成しています

高校生等までの医療費を全額助成高校生等までの医療費を全額助成

各種払い戻し手続き各種払い戻し手続き

▼市では、お子さんにかかる医療費の負担を軽減することを目的として、今
年 10 月から「乳幼児等医療費助成」の対象を拡大し、高校生等までの医療
費（入院・通院および指定訪問看護）を全額助成します。

次のような場合は、窓口にて払い戻しの手続きが可能です。

※装具・弱視用眼鏡作成または医療費 10割負担の場合は、健康保険での給付を受けてから
　の申請となります。

留萌市「乳幼児等医療費助成」対象を拡大

区　　　分
９月診療分まで 10 月診療分から

入　　　院 通　　　院 入　　　院 通　　　院

未 就 学 児

小 学 生

中 学 生

高 校 生 等

◎全額助成

◎全額助成

◎全額助成

×助成対象外

◎全額助成

◎全額助成

◎全額助成

×助成対象外

◎全額助成

◎全額助成

◎全額助成

◎全額助成

◎全額助成

◎全額助成

◎全額助成

◎全額助成

　　市・市民課　　　42-1805　　市・市民課　　　42-1805問 ℡

必 要 な も の
・北海道以外の医療機関を受診した
・乳幼児等医療費受給者証を使用せ

ず医療機関を受診した

・支払済みの領収書
　( 受診後２年以内のもの )

・口座のわかるもの
　( 通帳、キャッシュカード等 )
※保護者等のもの

・印鑑 ( シャチハタ不可 )
・対象者の健康保険証
・乳幼児等医療費受給者証

※お持ちの方のみ
・重度心身障害者医療費受給者証
・ひとり親家庭等医療費受給者証

治療用装具（コルセット、サポーター、
関節用装具など）を作成した（※） ・医師の証明書又は指示書

・健康保険からの支給決定
通知等

弱視用の眼鏡またはコンタクト等を
作成した（※）※９歳の誕生日まで
に作成したものが対象

保険証を提示せず医療費を 10 割負
担した（※）

・健康保険からの支給決定
通知等
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受給者証の発行には申請手続きが必要です受給者証の発行には申請手続きが必要です

▼受給者証を発行しますので、対象者は市・市民課で申請手続きをお願いします。
　対象となる方
　　・0歳から 18歳年度末までの方　・健康保険に加入している方　
　　・生活保護を受けていない方　　   ・留萌市に住民登録をしている方

　「乳幼児等医療費助成事業」に関する詳細は、市・市民課（電話：42-1805）
へお問い合わせください。

申請手続きの概要

区分（対象者） 自己負担額（保険診療適用分に限る）

乳　　　　初
（３歳未満および３歳以上の住民税非課税世帯）

乳　　　　課
（３歳以上の住民税課税世帯）

◎なし

※保険診療適用分の医療費を
　全額助成

乳
（北海道の対象基準以外の世帯）

●受給者証の区分（受給者証の有効期限：８月１日～翌年７月 31 日）

【 申請受付 】市・市民課（市役所本庁舎１階２番窓口）

【 受付時間 】8：50 ～ 17：20（土・日曜日、祝日を除く）

【 対 象 者 】留萌市に住民登録している0歳から18歳年度末までの方（生活保護世帯を除く）

【 申請に必要なもの 】
◎印鑑（シャチハタ不可）　　　　　　　　

◎対象者（お子さん）の健康保険証

◎その他必要に応じた書類（所得・課税証明書など）

「令和４年１月１日時点、留萌市以外に住民票があった方」および「単身赴任など
で保護者が留萌市以外に居住している方」は、申請の際に保護者の「令和４年度所
得・課税所明書」、「令和４年度市町村民税・道民税特別徴収税額通知書」または「令
和４年度市民税・道民税納税通知書」をご持参ください。

※

※健康保険に加入していることが条件となります。

※入院・通院時などに各医療機関へ受給者証をご提示ください。

※学校管理下でけがをした場合は、学校共済保険などの該当となり
ますので、乳幼児等医療費助成の対象外となります。

◎全額助成

×助成対象外

・通院医療費（歯科も含む）

・入院医療費
・薬代　　・指定訪問看護

・健康診断　・予防接種
・第三者行為による医療費
・入院時の食事代など
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　皆さんが納めた市税をはじめ、国や北海道から交付されたお金
がどのように使われたかをお知らせします。

令和３年度の

　　　　　　　　　　　　市・財務課　　　56-0025　　　　　　　　　　　　市・財務課　　　56-0025

決算状況について

℡問

令和３年度 決算令和３年度 決算

一　般　会　計

▼令和３年度一般会計は、収入と支出との差引額５億 8,493
万円の黒字決算となりました。

【 支　　　　出 】　　　158 億 3,153 万円

①民　生　費

②衛　生　費

③労働・商工費

④農林水産業費

⑤土　木　費

⑥教　育　費

⑦公　債　費

⑧職員給与費

⑨そ　の　他

41 億 2,728 万円

19 億 7,430 万円

3 億 0,605 万円

1 億 8,465 万円

29 億 6,224 万円

7 億 1,436 万円

12 億 7,642 万円

15 億 8,506 万円

27 億 0,117 万円

（子育て支援や障がい者福祉、生活保護など）

（市立病院への繰出金や健診、予防接種、ごみ処理など）

（勤労者福祉対策や観光振興、地域経済対策など）

（農林水産業支援など）

（道路の整備や公園・市営住宅の管理など）

（小・中学校の運営やスポーツ・芸術文化振興など）

（借入金の返済金）

（市職員の給与や退職手当など）

（総務費や消防費、議会費、災害復旧費など）

①市　　　税

②地方交付税

③国・道支出金

④市　　　債

⑤使用料および手数料

⑥地方譲与税・交付金

⑦そ　の　他

22 億 2,009 万円

59 億 0,243 万円

39 億 6,163 万円

12 億 6,806 万円

3 億 7,099 万円

7 億 6,681 万円

19 億 2,645 万円

（市民税や固定資産税など）

（市の財政力に応じて国から交付）

（国や道からの負担金や補助金）

（市の借入金）

（市が所有する公共施設の使用料など）

（国税に対して一定の割合で国から譲与）

（留萌市応援寄付金や基金繰入金、繰越金など）

【 収　　　　入 】　　　164 億 1,646 万円

収　入

地方譲与税・交付金地方譲与税・交付金
　4.6%　4.6%
⑥⑥

市税市税
13.5%13.5%

①①

地方交付税地方交付税
36.0%36.0%

②②

国・道支出金国・道支出金
　 24.1%　 24.1%

③③

市債市債
7.7%7.7%

④④

使用料使用料
およびおよび
手数料手数料
2.3%2.3%

⑤⑤ その他その他
11.8%11.8%

⑦⑦

支　出

民生費民生費
26.1%26.1%

①①

衛生費衛生費
12.5%12.5%

②②

その他その他
17.1%17.1%

⑨　⑨　

公債費 8.0%公債費 8.0%⑦⑦

教育費 4.5%教育費 4.5%⑥⑥

土木費土木費
18.7%18.7%

⑤⑤

労働・商工費労働・商工費
1.9%1.9%

③③

農林水産業費農林水産業費
　1.2%　1.2%
④④

職員給与費 10.0%職員給与費 10.0%⑧⑧
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特　別　会　計

企　業　会　計

収 入 支 出 差 引 額

企 業 会 計
水 道 事 業
病 院 事 業
合 計

流 動 資 産 流 動 負 債 差 引 額
4 億 8,476 万円

15 億 9,658 万円
20 億 8,135 万円

2 億 7,979 万円
8 億 5,229 万円

11 億 3,208 万円

2 億 0,497 万円
7 億 4,429 万円
9 億 4,926 万円

＋
＋
＋

▼「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、健全化判断比率および資金不足比率
を算定しています。令和３年度の財政状況は、いずれの比率でも国の基準を下回っています。

財政規模（税収入額に交付税などを加えた額）に対する一般会計の実質赤字額の比率
財政規模に対する全ての会計の実質赤字額の比率
財政規模に対する一般会計で負担する地方債などの返済金の比率
財政規模に対する将来負担する実質的な負債残高の比率

【   】
【   】
【   】
【   】

実 質 赤 字 比 率 
連結実質赤字比率 
実 質 公 債 費 比 率 
将 来 負 担 比 率

特別会計・企業会計は、各会計ごとに四捨五入
しているため、合計と一致しない場合があります。

●健全化判断比率（％） ●資金不足比率（％）

指 標 名

実 質 赤 字 比 率 

連結実質赤字比率 

実 質 公 債 費 比 率 

将 来 負 担 比 率

令和３年度
市の財政状況

実質赤字額なし 

実質赤字額なし 

10.9

35.0

国の基準値
早期健全化（財政再生） 対象公営企業会計

港 湾 事 業

下 水 道 事 業 

水 道 事 業 

病 院 事 業

令和３年度
資金不足状況

－ 

－ 

－

－

国の基準値
経営健全化

20.0

20.0

20.0

20.0

※国が定めた各比率の基準値を一つでも上回った場合は、財政の健全化を図る必要があります。

特 別 会 計
国 民 健 康 保 険 事 業
後期高齢者医療事業
介 護 保 険 事 業
港 湾 事 業
下 水 道 事 業
合 計

19 億 9,061 万円
3 億 7,540 万円

22 億 7,418 万円
1 億 4,551 万円

17 億 4,167 万円
65 億 2,740 万円

19 億 6,517 万円
3 億 7,460 万円

21 億 9,596 万円
1 億 4,551 万円

17 億 4,167 万円
64 億 2,293 万円

2,544 万円
80 万円

7,822 万円
0 万円
0 万円

1 億 0,447 万円
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健全化判断比率および資金不足比率健全化判断比率および資金不足比率

　令和３年度の一般会計決算は、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症対策に取り組んだ
ほか、大雪の影響により除雪経費が過去最大となるなど、コロナ禍前と比較すると歳出決算規模
は増大しています。また、決算収支は地方交付税などの歳入の増加や歳出不用額などで、約５億
8,493 万円の黒字決算となりましたが、この黒字額には国の補助金など返還しなければならない
財源も含まれています。

　今後も、ワクチン接種をはじめとする感染症対策や地域経済対策を適切に実施しながら、健全
で持続可能な財政運営に努めていきます。

留萌市　財務課 検　　索

財政に関する資料は、市ホームページ（https://www.e-rumoi.jp/）をご覧ください。◎
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